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（ 必 要 と 認 め る 図 書 ）  
第 １  練 馬 区 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 施 行 規 則  (平

成 21 年 ６ 月 練 馬 区 規 則 第 48 号 。以 下「 規 則 」と い う 。）第 ４ 条 第
１ 項 の 区 長 が 必 要 と 認 め る 図 書 は 、つ ぎ に 掲 げ る も の と す る 。た だ
し 、長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律（ 平 成 20 年 法 律 第 87
号 。 以 下「 法 」と い う 。） 第 ５ 条 第 １ 項 か ら 第 ７ 項 ま で の 規 定 に よ
る 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 ま た は 長 期 優 良 住 宅 維 持 保 全 計 画 （ 以
下「 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 等 」と い う 。）の 認 定 の 申 請 お よ び 法
第 ８ 条 の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け た 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 等 の 変
更 の 申 請 に 併 せ て 、 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成
11 年 法 律 第 81 号 。 以 下 「 品 確 法 」 と い う 。） 第 ６ 条 の ２ 第 ３ 項 ま
た は 第 ４ 項 の 書 類 を 提 出 し た 場 合 は 、 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 掲
げ る も の の 提 出 は 不 要 と す る 。  
⑴  品 確 法 第 44 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 登 録 住 宅 型 式 性 能 認 定 等 機 関

が 行 う 住 宅 型 式 性 能 認 定 （ 登 録 住 宅 型 式 性 能 認 定 等 機 関 が 行 う
こ れ と 同 等 の 確 認 を 含 む 。）を 受 け た 型 式 に 適 合 す る 住 宅 ま た は
住 宅 型 式 性 能 認 定 を 受 け た 型 式 に 適 合 す る 住 宅 の 部 分 を 含 む 住
宅 に あ っ て は 、 当 該 登 録 住 宅 型 式 性 能 認 定 等 機 関 が 交 付 す る 住
宅 型 式 性 能 認 定 書 （ 登 録 住 宅 型 式 性 能 認 定 等 機 関 が 交 付 す る こ
れ と 同 等 の 確 認 書 を 含 む 。 以 下 同 じ 。） の 写 し  

⑵  住 宅 で あ る 認 証 型 式 住 宅 部 分 等 ま た は 住 宅 の 部 分 で あ る 認 証
型 式 住 宅 部 分 等 を 含 む 住 宅 に あ っ て は 、 登 録 住 宅 型 式 性 能 認 定
等 機 関 が 交 付 し た 型 式 住 宅 部 分 等 製 造 者 認 証 書 の 写 し  

⑶  長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 の 認 定 に 係 る 審 査 に 当 た り 、 長 期 使
用 構 造 等 と す る た め の 措 置 及 び 維 持 保 全 の 方 法 の 基 準 に 定 め る
件（ 平 成 21 年 国 土 交 通 省 告 示 第 209 号 ）第 ３ に 定 め る 長 期 使 用
構 造 等 と す る た め の 措 置 と 同 等 以 上 の 措 置 が 講 じ ら れ て い る こ
と の 審 査 を 要 す る 場 合 に あ っ て は 、 長 期 使 用 構 造 等 と す る た め



の 措 置 と 同 等 以 上 の 措 置 が 講 じ ら れ て い る 旨 を 説 明 し た 図 書
（ こ の 場 合 に お い て 、品 確 法 第 59 条 第 １ 項 に 規 定 す る 登 録 試 験
機 関 が 行 う 特 別 評 価 方 法 認 定 の た め の 審 査 に 係 る 特 別 の 建 築 材
料 も し く は 構 造 方 法 ま た は 特 別 の 試 験 方 法 も し く は 計 算 方 法 に
関 す る 試 験 、分 析 ま た は 測 定（ 登 録 試 験 機 関 が 行 う こ れ と 同 等 の
試 験 を 含 む 。 以 下 「 試 験 等 」 と い う 。） を 受 け た と き は 、 当 該 特
別 の 建 築 材 料 も し く は 構 造 方 法 ま た は 特 別 の 試 験 方 法 も し く は
計 算 方 法 に 関 す る 試 験 等 の 結 果 の 証 明 書 を も っ て こ れ に 代 え る
こ と が で き る 。）  

⑷  既 存 住 宅 の 増 築 、 改 築 ま た は 当 該 住 宅 に つ い て 建 築 行 為 を 行
わ な い 場 合 に お け る 認 定 申 請 に あ っ て 、 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の
促 進 に 関 す る 法 律 施 行 規 則（ 平 成 21 年 国 土 交 通 省 令 第 ３ 号 。以
下 「 省 令 」 と い う 。） 第 ２ 条 に 定 め る 設 計 内 容 説 明 書 【 増 築 ・ 改
築 用 】（ 第 １ 号 様 式 ）お よ び 設 計 内 容 説 明 書【 既 存 用 】（ 第 ２ 号 様
式 ） に つ い て は 、 つ ぎ に 掲 げ る 建 築 士 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 202
号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 定 め る 建 築 士 （ 以 下 「 建 築 士 」 と い う 。） が
作 成 し て 、氏 名 を 記 載 し 、か つ 、当 該 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 等
の 建 築 物 が 建 築 基 準 法（ 昭 和 25 年 法 律 第 201 号 ）に 適 合 し て い
る こ と を つ ぎ に 掲 げ る 建 築 士 が 確 認 し て 、そ の 旨 を 記 載 し 、氏 名
を 記 載 し た も の  
ア  当 該 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 等 に 、 建 築 士 法 第 ３ 条 第 １ 項

各 号 に 掲 げ る 建 築 物 が 含 ま れ る 場 合 に お い て は 、 同 法 第 ２ 条
第 ２ 項 に 規 定 す る 一 級 建 築 士 （ 以 下 「 一 級 建 築 士 」 と い う 。） 

イ  当 該 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 等 に 、 建 築 士 法 第 ３ 条 第 １ 項
各 号 に 掲 げ る 建 築 物 以 外 で 同 法 第 ３ 条 の ２ 第 １ 項 各 号 に 掲 げ
る 建 築 物 が 含 ま れ る 場 合 に お い て は 、 一 級 建 築 士 ま た は 同 法
第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 二 級 建 築 士（ 以 下「 二 級 建 築 士 」と い
う 。）  

ウ  ア ま た は イ 以 外 の 場 合 に お い て は 、一 級 建 築 士 、二 級 建 築 士
ま た は 建 築 士 法 第 ２ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 木 造 建 築 士  

⑸  既 存 住 宅 の 増 築 、 改 築 ま た は 当 該 住 宅 に つ い て 建 築 行 為 を 行
わ な い 場 合 に お け る 認 定 申 請 に あ っ て 、 省 令 第 ２ 条 に 定 め る 状
況 調 査 書 に つ い て は 、 前 号 ア か ら ウ ま で に 掲 げ る 建 築 士 の う ち
建 築 物 の 劣 化 事 象 等 の 状 況 の 調 査 に 係 る 能 力 を 有 す る 者 が 作 成
し 、 氏 名 を 記 載 し た も の  

 



 
（ 不 要 と 認 め る 図 書 ）  
第 ２  規 則 第 ４ 条 第 ２ 項 の 区 長 が 不 要 と 認 め る 図 書 は 、 つ ぎ の 各 号

に 掲 げ る 事 項 を 明 示 す る こ と を 要 し な い も の と す る こ と に よ り 、
省 令 第 ２ 条 第 １ 項 に 掲 げ る 各 図 書 に お け る 明 示 す べ き 事 項 の す べ
て に つ い て 明 示 す る こ と を 要 し な い 図 書 と す る 。  
⑴  前 条 第 １ 号 の 住 宅 型 式 性 能 認 定 書 の 写 し を 添 え た 認 定 申 請 に

あ っ て は 、省 令 第 ２ 条 第 １ 項 の 明 示 す べ き 事 項 の う ち 、住 宅 型 式
性 能 認 定 書 に お い て 、住 宅 性 能 評 価（ 登 録 住 宅 型 式 性 能 認 定 等 機
関 が 交 付 し た 住 宅 型 式 性 能 認 定 書 と 同 等 の 確 認 書 に お い て は 、
長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 認 定 ） の 申 請 に お い て 明 示 す る こ と を
要 し な い 事 項 と し て 指 定 さ れ た も の  

⑵  前 条 第 ２ 号 の 型 式 住 宅 部 分 等 製 造 者 認 証 書 の 写 し を 添 え た 認
定 申 請 に あ っ て は 、省 令 第 ２ 条 第 １ 項 の 明 示 す べ き 事 項 の う ち 、
型 式 住 宅 部 分 等 製 造 者 認 証 書 に お い て 、 住 宅 性 能 評 価 の 申 請 に
お い て 明 示 す る こ と を 要 し な い 事 項 と し て 指 定 さ れ た も の  

 
（ 良 好 な 景 観 の 形 成 そ の 他 の 地 域 に お け る 良 好 な 居 住 環 境 の 維 持 お
よ び 向 上 に 配 慮 さ れ た も の で あ る こ と に つ い て の 基 準 等 ）  
第 ３  規 則 第 ５ 条 の 区 長 が 別 に 定 め る 基 準 は 、 つ ぎ に 掲 げ る も の と

す る 。  
⑴  都 市 計 画 法（ 昭 和 43 年 法 律 第 100 号 ）第 ４ 条 第 ９ 項 に 規 定 す

る 地 区 計 画 等（ 以 下「 地 区 計 画 等 」 と い う 。）が 定 め ら れ た 区 域
に お い て 、 申 請 建 築 物 が 当 該 地 区 計 画 等 中 の 建 築 物 に 関 す る 事
項（ 建 築 物 の 敷 地 、構 造 、建 築 設 備 、用 途 ま た は 形 態 意 匠 に つ い
て の 制 限 で あ っ て 、 建 築 確 認 で 別 途 審 査 を 行 う 条 例 制 定 項 目 以
外 の 項 目 に 限 る 。） に 適 合 し て い る こ と 。  

⑵  つ ぎ の 景 観 法（ 平 成 16 年 法 律 第 110 号 ）第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定
す る 景 観 計 画 （ 以 下 「 景 観 計 画 」 と い う 。） の 区 域 内 に お い て 、
申 請 建 築 物 が 当 該 景 観 計 画 中 の 建 築 物 に 関 す る 事 項 （ 建 築 物 の
敷 地 、構 造 、建 築 設 備 、用 途 ま た は 形 態 意 匠 に つ い て の 制 限 に 限
る 。） に 適 合 し て い る こ と 。  

 ア  東 京 都 景 観 計 画 （ 平 成 30 年 ８ 月 改 訂 ）  
 イ  練 馬 区 景 観 計 画 （ 平 成 23 年 ８ 月 策 定 ）  
⑶  つ ぎ の 建 築 基 準 法 第 69 条 に 規 定 す る 建 築 協 定（ 以 下「 建 築 協

定 」と い う 。）の 区 域 内 に お い て 、申 請 建 築 物 が 当 該 建 築 協 定 中



の 建 築 物 に 関 す る 事 項（ 建 築 物 の 敷 地 、構 造 、建 築 設 備 、用 途 ま
た は 形 態 意 匠 に つ い て の 制 限 に 限 る 。） に 適 合 し て い る こ と 。  

 ア  武 蔵 関 建 築 協 定  
 イ  コ ス モ ア ベ ニ ュ ー 練 馬 春 日 町 建 築 協 定  
⑷  練 馬 区 ま ち づ く り 条 例 （ 平 成 17 年 12 月 練 馬 区 条 例 第 95 号 ）

が 適 用 さ れ る 宅 地 開 発 事 業 （ 都 市 計 画 法 に 基 づ く 開 発 行 為 を 除
く 。）に お い て 、公 共 施 設 お よ び 公 益 的 施 設 な ら び に 宅 地 の 整 備
の 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。  

⑸  申 請 建 築 物 が 、 練 馬 区 生 活 幹 線 道 路 の 整 備 に 関 す る 要 綱 （ 17
練 土 計 第 634 号 ） に 基 づ く 生 活 幹 線 道 路 の 事 業 に 着 手 し て い る
路 線 の 事 業 区 域 内 に あ る 場 合 は 、 認 定 を 行 わ な い 。  

 ⑹  申 請 建 築 物 の 敷 地 が 、つ ぎ の 区 域 外 で あ る こ と 。た だ し 、ア か
ら オ ま で の 区 域 内 で あ っ て も 、 将 来 事 業 等 の 妨 げ と な ら な い 建
築 物 と し て 、 長 期 に わ た る 立 地 が 想 定 さ れ る こ と が 許 可 等 に よ
り 判 明 し て い る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

  ア  都 市 計 画 法 第 ４ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 促 進 区 域  
  イ  都 市 計 画 法 第 ４ 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 都 市 計 画 施 設 の 区 域  
  ウ  都 市 計 画 法 第 ４ 条 第 ７ 項 に 規 定 す る 市 街 地 開 発 事 業 の 区 域  
  エ  都 市 計 画 法 第 ４ 条 第 ８ 項 に 規 定 す る 市 街 地 開 発 事 業 等 予 定

区 域  
  オ  住 宅 地 区 改 良 法 （ 昭 和 35 年 法 律 第 84 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 の

告 示 が あ っ た 日 後 に お け る 同 法 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 改 良
地 区  

２  前 項 の 基 準 に 適 合 し て い る こ と を 確 認 す る た め 、申 請 者 は 、地 区
計 画 等 、景 観 計 画 、建 築 協 定 、居 住 環 境 に 関 す る 独 自 条 例 お よ び 要
綱 等 に 応 じ て 、 そ れ に 適 合 す る こ と を 示 す 書 類 を 有 す る 場 合 は そ
の 写 し を 、 法 第 ５ 条 第 １ 項 か ら 第 ７ 項 ま で の 規 定 に よ る 長 期 優 良
住 宅 建 築 等 計 画 等 の 認 定 の 申 請 お よ び 法 第 ８ 条 の 規 定 に よ る 認 定
を 受 け た 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 等 の 変 更 の 申 請 に 併 せ て 、 区 長
に 提 出 す る こ と と す る 。  

 
（ 自 然 災 害 に よ る 被 害 の 発 生 の 防 止 ま た は 軽 減 に 配 慮 さ れ た も の で
あ る こ と に つ い て の 基 準 等 ）  
第 ４  規 則 第 ６ 条 の 区 長 が 別 に 定 め る 基 準 は 、 認 定 申 請 対 象 住 宅 が

つ ぎ の 区 域 外 で あ る こ と と す る 。た だ し 、区 域 の 解 除 が 確 実 と 見 込
ま れ る 場 合 等 は 除 く 。  



⑴  地 す べ り 等 防 止 法 （ 昭 和 33 年 法 律 第 30 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 に
規 定 す る 地 す べ り 防 止 区 域  

⑵  急 傾 斜 地 の 崩 壊 に よ る 災 害 の 防 止 に 関 す る 法 律（ 昭 和 44 年 法
律 第 57 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域  

⑶  土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す
る 法 律 （ 平 成 12 年 法 律 第 57 号 ） 第 ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 土 砂
災 害 特 別 警 戒 区 域  

⑷  建 築 基 準 法 第 39 条 第 １ 項 に 規 定 す る 災 害 危 険 区 域  
２  前 項 の 基 準 に 適 合 し て い る こ と を 確 認 す る た め 、申 請 者 は 、法 第

５ 条 第 １ 項 か ら 第 ７ 項 ま で の 規 定 に よ る 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画
等 の 認 定 の 申 請 お よ び 法 第 ８ 条 の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け た 長 期 優
良 住 宅 建 築 等 計 画 等 の 変 更 の 申 請 に 併 せ て 、 つ ぎ に 掲 げ る 図 書 を
区 長 に 提 出 す る こ と と す る 。  
⑴  区 長 が 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 申 請 建 築 物 が 前 項 各 号 の 区 域 内

に 存 し な い こ と を 証 す る 書 類  
⑵  前 項 各 号 の 区 域 の 解 除 が 確 実 と 見 込 ま れ る 場 合 等 は そ れ を 証

す る 書 類  
  
(施 行 期 日 ) 

こ れ ら の 事 項 は 、 令 和 ４ 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


